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2020年 全日本カート選手権 FS-125部門 西地域 第１戦 
2020年 全日本カート選手権 FP-3部門 西地域 第1戦 
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公示 

本選手権競技は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の公認のもとに FIA国際モータースポーツ競技規

則、国際カート規則、およびその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規則、ＪＡＦ国内カート競技規則およびその付則、 

２０２０年日本カート選手権規定、２０２０年ＪＡＦ全日本/地方/ジュニアカート選手権統一規則および本大会特別規

則に従って開催される。 

 

第１章 大会開催に関する事項 

第１条 開催日 場所 

開催日  ２０２０年３月１４日（土）～１５日（日） 

開催場所  鈴鹿サーキット 国際南コース（１.２６４Ｋｍ） 

 

第２条  競技の種目、クラス区分と格式 

        種目：  スプリントレース 

        区分・格式： 【国内格式】  全日本選手権 FS-125部門 

                                      全日本選手権 FP-3部門 

      【準国内格式】    ジュニアカート選手権 FP-Jr部門 

ジュニアカート選手権 FP-JrCadets部門 

 

第３条 オーガナイザー名称 

株式会社 モビリティランド 鈴鹿モータースポーツクラブ（ＳＭＳＣ） 

〒５１０－０２９５ 三重県鈴鹿市稲生町７９９２ 

ＴＥＬ ０５９－３７８－３４０５ ＦＡＸ ０５９－３７８－３６２５ 

 

第４条 大会組織委員会および審査委員会 

大会会長  田中  馨 

組織委員長   上村  誠児    審査委員長   堀井 智幸 

組織委員    塩津  宏幸    審査委員    鎌田 新 

組織委員    東    良平    審査委員    込山  秀行（組織委員会任命） 

    

第５条 大会競技役員 

  競技長     福山  典秀    技術委員長   胡桃  博志 

副競技長     坪井  清貴    救急委員長   大江  伸幸 

副競技長    久保田 俊昭    事務局長    宮本  幸樹 

コース委員長  小西  洋志    事務局次長      吉田  隆文 

 計時委員長  早川   勉      

     

第６条 大会事務局（参加申込先） 

〒５１０－０２９５ 三重県鈴鹿市稲生町７９９２ 

株式会社 モビリティランド 鈴鹿サーキット SMSC カートレース事務局 

ＴＥＬ ０５９－３７８－３４０５ ＦＡＸ ０５９－３７８－３６２５ 

第７条 レース距離 

 部門 予選ヒート 決勝 セカンドチャンスヒート 

全日本選手権 
FS-125 12周（15,168m） 22周（27,808m） 8周（10,112m） 

FP-3 12周 (15,168m) 22周 (27,808m) 8周 (10,112m) 

ジュニア選手権 
FP-Jr 12周（15,168m） 16周（20,224m） 8周（10,112m） 

FP-Jr Cadets 10周（12,640m） 12周（15,168m） 8周（10,112m） 

  



 

第８条 決勝出走台数 

 全部門：34台 

第２章 競技会参加に関する事項 

第 9条  参加申込 

１． 受付期間：2020年 1月 15日（木）～2月２３日（日）※受付期間外での受付は原則受け付けない。 

参加申込については郵送、WEB エントリーフォームまたは大会事務局窓口にてエントリーを受付を行う。 

なお、郵送(現金書留)と大会事務局窓口など参加申込用紙を提出する受付は、事務局手数料 1,100円が 

エントリー料に加算される。 

WEB エントリー   ：URL →https://apps.mobilityland.co.jp/info/download/ae882wにて 

              必要事項を記入し受付を完了する必要がある。 

              WEB エントリーの参加料支払いについてはクレジットカード・コンビニ支払い・ネットバンキングによ                 

              る支払い方法が選択できる。 

   郵送（現金書留）：参加申込書に必要事項を全て記載し、参加料（SMSC／TRMC-S非会員の場合は、もてぎ・

鈴鹿共済会会費を加算）を添えて申込締切日までに郵送しなければならない。（締切日当

日消印有効） 

      大会事務局窓口  ：参加申込書に必要事項を全て記載し、参加料（SMSC／TRMC-S非会員の場合は、もて 

ぎ・鈴鹿共済会会費を加算）を添えて申込締切日までに受付しなければならない。 

２．遅延申込（郵送・窓口のみ） 

   予め事務局に対して連絡した場合は、遅延事務局手数料を含めた料金を支払う事で、申込を受ける場合がある。但

し、この場合は３月１日（日）までに全ての必要書類と参加料金が届いていなければならない。 

３．遅延事務局手数料 

   全クラスとも、1エントリーにつき 6,700円とする。（この中に上記 1.の事務局手数料 1,100円は含まれる） 

４． 受理または拒否の通知の発送日 

   大会開催の 2週間前から発送当日を除き７日前までの消印をもって発送する。 

 ５． エントリーの際に必要なもの 

  １） 参加申込書(WEB エントリーまたは参加申込用紙) 

  ２） 参加料金全額 

  ３） 競技会参加に関する誓約書 

  ４） 参加申込書の誓約・出場承諾書に保護者の署名および捺印と印鑑証明書（3 ヶ月以内に取得したもの） 

 ※ドライバーまたは、ピット要員が 20歳未満の場合のみ 

 ※大会事務局へ 2020年未成年者年間出場承諾・誓約書（年間用）を提出、かつ全日本カート選手権を 

登録し、ＳＭＳＣより年間登録番号を得たドライバーについては規定に基づき印鑑証明書１通の提出は不用 

とするが、この場合は 3)競技会参加に関する誓約書にドライバー署名・捺印と保護者の署名と実印の捺印 

を行い大会事務局へ提出すること。 

  （注）ドライバー、ピット要員でＳＭＳＣ会員・ＴＲＭＣ－Ｓ会員の方は、参加申込書にライセンス№を必ず記入 

すること。未記入は暫定会員として取り扱う場合がある。 

   ５） 2020年度有効である JAF国内カート競技ライセンス 

６)  健康自認書 

 

６. 申込先 

    ※第 6条参照 

 ７．登録内容の変更 

   ドライバーおよび車両の登録内容の変更は下記の期日まで認められる。 

    ・ドライバー：参加受理書発送まで 

    ・車両：選手受付終了まで 

 ８．選手受付・公式車検および決勝スタート時刻 

    公式通知にて示す。 

 ９． 公式通知について 

  １）本規則に記載されていない競技運営に関する実施細目および参加者に対する指示事項は、公式通知で示す。 

  ２）公式通知は、パドック内の公式掲示板にて掲示される。 

 

 

 

 

https://apps.mobilityland.co.jp/info/download/ae882w


 

第 10条 参加料およびピット要員登録料（税込） 

１． 参加料 

 
ＳＭＳＣ会員 

ＴＲＭＣ－Ｓ会員 

暫定会員（鈴鹿・もてぎ非会員） 

（ＭＳ共済会 会費 2,000 円を含む） 

ＦＳ－１２５（全日本選手権） ２８，０００円 ３０，０００円 

ＦＰ－３（全日本選手権） ２８，０００円 ３０，０００円 

ＦＰ－Ｊｒ（ジュニア選手権） ５６，０００円 ５８，０００円 

ＦＰ－Ｊｒ Cadets(ジュニア選手権) ５６，０００円 ５８，０００円 

※ジュニア選手権は、デリバリーエンジン１基の登録料金を含む。 

 

２． ピット要員登録料 （税込） 

 
ＳＭＳＣ会員 

ＴＲＭＣ－Ｓ会員 

暫定会員（鈴鹿・もてぎ非会員） 

（ＭＳ共済会 会費５００円を含む） 

ＦＳ－１２５（全日本選手権） 

ＦＰ－３（全日本選手権） 

ＦＰ－Ｊｒ（ジュニア選手権） 

ＦＰ－ＪｒCadets（ジュニア選手権） 

３，３００円/１名 ３，８００円/１名 

※１エントリーにつき１名のピット要員の登録を義務とし登録は最大 2名までとする。 

登録できるピット要員の年齢は 16歳以上とする。 

 

３． エントラント登録料 （税込） 

 エントラント登録料 

ＦＳ－１２５（全日本選手権） 

ＦＰ－３（全日本選手権） 

ＦＰ－Ｊｒ（ジュニア選手権） 

ＦＰ－ＪｒCadets（ジュニア選手権） 

１，２００円/１名 

 

第 11条  保険 

１．オーガナイザーの付保する保険とは別にドライバー900万円、ピット要員 1名 400万円以上のカート競技に有効な 

保険に加入していなければならない。 

２．鈴鹿サーキットにおいて、スポーツ走行およびレース大会に参加・出場するドライバーおよびピット要員は、もてぎ・鈴鹿

（MS）共済会に加入しなければならない。 

 ３．MS共済会は年間加入または暫定加入とする。 

  １）年間加入は、TRMC-S、SMSC会員として登録され、所定の共済会会費を納めた者のみとする。 

   走行会員：10,000円 ピット会員：4,000円 

  ２）暫定加入は当該大会（特別スポーツ走行、予選、決勝）有効とし、参加申込と同時に加入申込ができる。 

   ドライバー：２,000円 ピット要員：500円 

  ３）MS共済会 保険金支給規定については、MS共済会規約書に準ずる。 

 

第 12条 タイヤディストリビューションについて(タイヤの販売・配布) 

１．本大会で使用するドライタイヤの購入先（カートショップ名）を参加申込書に必ず記載すること。 

カートショップ以外からの参加者は鈴鹿サーキットより購入すること。 

2．ドライタイヤは主催者より土曜に配布、回収・主催者が保管し、日曜朝に再度配布を行なう。 

（詳細スケジュール・配布方法については別途、公式通知で公示される。） 

3．購入先を指定した参加者は、購入指定先へドライタイヤの代金を支払うこと。 

購入指定されたカートショップは、JKOA（日本カート選手権オーガナイザー会）よりタイヤ代の請求がなされる。入金は

振込のみとする。 

 



 

4. 開催日2週間前には、入金が終了され、入金確認の上、受理書と共にタイヤ引換券が配布される。 

  購入先を指定されたカートショップは特別規則書第 12条 3.の JKOA(日本カート選手権オーガナイザー会)からの 

請求書を基に 2020年 3月 6日までに振込を完了すること。 

鈴鹿サーキットより購入する参加者はエントリー時にタイヤ販売価格分を加算し、支払うものとする。 

   5．ディストリビューション用のタイヤ券については、選手受付にて配布を行う。 

6．鈴鹿サーキットで購入する場合、各クラスのタイヤの価格（10％消費税込）は次の通りとする。 

 タイヤ販売価格 

ＦＳ－１２５（全日本選手権） ４４，０００円 

ＦＰ－３（全日本選手権） ３４，１００円 

ＦＰ－Ｊｒ（ジュニア選手権） ３５，２００円 

ＦＰ－Ｊｒ Cadets(ジュニア選手権) ３１，９００円 

 

第３章 競技に関する事項 

第 13条大会期間中の使用燃料について 

   今大会期間中、全てのクラスにおいて「２０２０年全日本カート選手権／ジュニアカート選手権統一規則」第 20条 

燃料 １．２）により使用燃料を下記のとおり指定する。 

１． ガソリン 

（１） 使用する燃料は、鈴鹿サーキット指定給油所（別紙参照：鈴鹿サーキットパドック内給油所）で販売される下記 

のガソリンを使用すること。 

（２） 燃料には、燃料の性質を変えるような装置の取り付けや添加剤の混入を行ってはならない。 

―指定燃料成分表― 

銘柄 Shell V-Power 

密度（15℃） 0.7367 酸化安定度 480以上 

ｵｸﾀﾝ価（ﾘｻｰﾁ法） 99.5 鉛分 検出されない 

ｵｸﾀﾝ価（ﾓｰﾀｰ法） 88.2 硫黄分 0.0005 

蒸気圧（RVP） 63.0 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.7 

蒸留性状 10% 43.5 ﾒﾀﾉｰﾙ 検出されない 

50% 86.5 ｴﾀﾉｰﾙ 0.5以下 

90% 111.0 酸素分 0.1以下 

終点 142.5 灯油分 1以下 

実在ガム 16 MTBE 0.5以下 

銅板腐食（50℃、3時間） 1 色 オレンジ系 

※2019年 12月時点 

第 1４条 登録タイヤについて 

 「２０２０年全日本カート選手権統一規則」第１７条カート１０項に基づき、技術委員長の承認のもとに、各１本のみの 

交換が認められる。交換が認められるタイヤはバースト・パンクおよび嵌合部からの空気漏れ等による場合のみとし、新品タイヤへ 

の交換は認められない。なお、トレッド肉厚は交換する前のタイヤと同等以下であること。 

 

第１５条 エンジン始動について 

 「２０２０年全日本カート選手権／ジュニアカート選手権統一規則書」第３０条１４項に従ったエンジン始動を義務付け

る。 



 

 

 

 

第 1６条 エンジン交換 

 登録済エンジンが故障、破損した場合には競技会審査員会の承認のもとに、以下を条件に変更（交換）すること 

ができる。 

（１） 変更(交換)の申請は各ヒートスタートの20分前までに大会事務局に提出すること。 

（２） 変更(交換)のついては当競技会において１回のみ認められる。 

※ＦＳ－１２５部門、ＦＰ－３部門 ・・・公式車検後から決勝ヒート終了まで。 

※ＦＰ－Ｊｒ部門、ＦＰ－ＪｒＣａｄｅｔｓ部門 ・・・エンジン配布後から決勝ヒート終了まで 

（３） 最初に行われる公式練習開始後から決勝終了までの間に変更(交換)を行った場合、変更(交換)後のヒートグリッド

ポジションは最後尾(複数名の場合、最も遅く申告した者を最後尾とする)とする。 

（４）再登録料：取り扱いについては現金のみ 

2020年全日本カート選手権統一規則 第 16条 2項(2）、ジュニアカート選手権統一規則 第 16条 

2項(2)により、エンジン再登録料を下記の通りとする。 

 

全日本選手権 
FS-125 ２，０００円 

FP-3 ２，０００円 

ジュニア選手権 
FP-Jr ３０，０００円 

FP-JrCadets ３０，０００円 

 

第 1７条 シャシー交換 

  登録済のシャシーが破損等した場合には、競技審査委員会承認のもとに、以下を条件に変更(交換)することができる。 

（１） 変更(交換)の申請は各ヒートスタートの20分前までに大会事務局に提出すること。 

（２） 変更(交換)のついては当競技会において１回のみ認められる。 

（３） 変更(交換)後のヒートグリッドポジションは最後尾(複数名の場合、最も遅く申告した者を最後尾とする)とする。 

（４）再登録料：取り扱いについては現金のみ 

2020年全日本カート選手権統一規則 第 17条 2項(2）、ジュニアカート選手権統一規則 第 17条 

2項(2)により、シャシ再登録料を下記の通りとする。 

 

全日本選手権 
FS-125 

２，０００円 
FP-3 

ジュニア選手権 
FP-Jr 

FP-JrCadets 

 

第 1８条 点火装置について 

 「２０２０年全日本カート選手権統一規則 第３章 第２１条６」に従い、技術委員長は審査委員会 

 の指示に基づき、当該車両の点火装置を技術委員長により指定された同一型式の別筺体に交換させる場合がある。 

この指示により交換作業を実施しなければならず、本件に関する抗議は認められない。 

 

第 1９条 チェーンガードについて 

 「２０２０年ＪＡＦ国内カート競技車両規則」第２章第１２条（チェーン／電動ベルトガード）に 従ったチェーン 

ガードをエンジン内側にドライブがある場合も取付ける事。また、予備のチェーンを取付ける事を禁止する。 

 

第２０条 消火器携帯の義務について 

 「２０２０年全日本カート選手権統一規則」第３０条１７．各ドライバーは、下記条件を備えた消火器を 1 本以上 



 

必ず携帯するものとし、公式車検時に持参し確認（封印：マーキング）を受けるものとする。なお、規定に合致した消火器

の提示のないドライバーには、ペナルティを課す場合がある。 

［携帯用消火器の条件］ 

     種 類：ＡＢＣ粉末タイプ 

     大きさ：４型（内容量１．２ｋｇ）以上 

 

第２１条 指定作業エリアについて 

 今大会期間中、パドックにて著しく火花の出る作業を行う場合、パークフェルメの指定された場所にて行うものとする。 

 

第２２条 車載カメラについて 

 全クラスにおいて車載カメラの取付けを禁止とする。 

 

第２３条 音量測定方法について 

 今大会期間中の音量測定方法については、「２０２０年ＪＡＦ国内カート競技車両規則」第２章第２３条 

(音量規制) ２．音量測定－２の方法で大会中無作為に測定する。音量の基準については、下記の通りとする。 

ＪＡＦの指示に従って制作された支持物にカートを置いた状態で、エンジン回転を10,000rpm（±500rpm）にして測定

した場合の現行の音量限度は最大１０７.５ｄB/Ａである。大会中はいつでも音量測定を行うことができるものとする。大

会中無作為測定により違反車両が発覚した場合、当該競技者は除外される。 

 

第 2４条 再ブリーフィング料について 

定刻のブリーフィングに出席しないドライバー、競技参加者は、オーガナイザーが定める 

再ブリーフィング料１０，０００円を支払い、再ブリーフィングを受けなければならない。 

 

第 2５条 スタート方法・コリドーの使用について 

【スタート方法】 

１．国際カート規則に基づいた赤ライト８灯、オレンジライト２灯の信号機とホームストレート延長線上に 

設置されたオレンジライト２灯の信号機を使用した２列のローリングスタートとする。 

（１）ローリングラップの終了時、ドライバーは自分のポジションを保ち減速してスタートラインへ向かう。 

各列はコース上に描かれた幅２メートルのレーン（以下コリドー）内を保たなければならない。 

（２）カートが最終コーナーに接近する段階で赤ライト(８灯)が点灯する。 

（３）全てのカートはスタートライン２５m手前に引いてあるイエローライン（加速ライン）を通過するまで、 

また赤ライトが消灯するまでは、いかなる方法によっても加速することは禁止される。 

これに違反した場合はペナルティが課せられる。 

（４）ローリングラップの隊列が整ったとスターターが判断した場合赤ライトが消灯されスタートとなる。 

（５）ローリングラップが整っていない場合は、ローリングラップがさらに１周行われることを意味する 

オレンジライト(２灯)が点滅する。その際赤ライト(８灯)も同時に点灯される。 

２．再三不正スタート（フライング）・コリドーからの逸脱があった場合には、競技長はスタート進行を中断 

するか、もしくはそのレースをスタートした後に、その旨を大会審査委員会に報告する。 

同委員会は不正スタート・レーン逸脱をしたドライバーに対しペナルティを課すことができる。 

３．ローリング中に停止した場合、全車両が通過するまでは再スタートを試みてはならない。再スタート後は、隊列の最後尾

につき自分のグリッドに戻ってはならない。先頭車が自分を追い越していくことを期待して隊列の前で待機をし、自分のグリ

ッドに戻る事は禁止される。この場合、当該ドライバーに黒旗が振られレース失格となる。また、停止することなく大幅に隊

列から遅れたドライバーも同様に隊列の最後尾につき自分のグリッドに戻ってはならない。その場合、当該ドライバーに対し

て白地に赤色の×印の表示板を提示する。 



 

 ４．ローリング時、フロントローの選手は後続車が追いつけないようなスピード、もしくは極端な低速で走行してはならず、特に７

番ポストを過ぎてからは隊列を整えるよう配慮すること。また、幅２メートルのレーンからイエローラインを越えるまでは加速

してはならない。これに違反した場合は白／黒旗によって警告し、再度同じ行為を繰り返した場合は｢２０２０年全日

本カート選手権統一規則第６章第３８条｣のペナルティを適用する。 

５．ポジションに再度つくため、レースに使用されるコース以外を走行することは禁止される。 

６．スタート後、先頭の車両が１周するまでにスタートラインを越えない車両はそのヒートを出走する 

ことはできない。 

７．ローリング中、最終コーナー手前、コース上に描かれたレッドラインからスタートラインまでを隊列復帰禁止区間とし、ローリ

ングの隊列がレッドラインに差し掛かった時点から、全車がピットロード出口を通過するまでピットアウトは禁止する。この際、

スタート合図がなされた場合、ピットスタートはできない。（ローリング中に停止したドライバーは上記４に従うこと。） 

【コリドーについて】 

最終コーナーから白線で縁取られた幅２メートルのレーンが、スタートラインまで１１０メートルに渡って描かれる。 

スタートの際は全車が白線の中に整列が完了し公式スターターが隊列は整ったと判断した時点でレッドシグナルが消灯し 

スタートとなる。 

 

 

第２６条 ニュートラリゼーションの適用について 

「2020 全日本選手権統一規則」３０条第 1 項に基づき、ニュートラリゼーション(中立化)を予選ヒートおよび決勝ヒートにて

適用する。なお、運用は「2020全日本/ジュニアカート選手権統一規則」に順ずる 

 

第２７条 その他一般事項（ピット・パドックエリア火気取り扱い・モーターバイク） 

 パドック内での火気の使用および喫煙を禁止する。 また、今大会期間中において、国際南コースエリア内でのオートバイ、 

スクーター、ミニモトクロッサー、ゴーペット等のエンジン付(電動モーターを含む)車両の使用を安全上の理由により禁止とする。 

ドライバー及びエントラント間での暴力行為、オフィシャル指示を故意に無視した行為及びオフィシャルへの暴言・威嚇に 

ついては、ペナルティとなります。 

 

 

第４章 成績および賞典に関する事項 

第２７条 成績および賞典 

 １．決勝ヒートの結果により決定する。 

 ２．正賞はＪＡＦ、ＳＭＳＣよりドライバーに対して授与される。 

全日本選手権 

【ＦＳ-１２５部門】 １～３位 ＪＡＦ盾、トロフィー 

  ４～６位 トロフィー 

【ＦP-3部門】 １～３位 ＪＡＦ盾、トロフィー 

 ４～６位 トロフィー 

ジュニア選手権 

【ＦＰ－Ｊｒ部門】 １～３位 ＪＡＦ盾、トロフィー 

  ４～６位 トロフィー 

【ＦＰ－ＪｒＣａｄｅｔｓ】 １～３位 ＪＡＦ盾、トロフィー 

  ４～６位 トロフィー 

３．賞典は決勝出場台数に応じて、下記の通り制限される。 

５～７台・・・・３位まで  ８～９台・・・  ４位まで  １０～１１台・・５位まで  １２～１３台・・６位まで   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第５章 その他一般事項 

 

第２８条 指定病院について 

 大会期間中、下記の病院を鈴鹿サーキット指定病院とする。 

 鈴鹿中央総合病院 鈴鹿回生病院 三重県立総合医療センター 

種別 
外科・整形外科・内科 外科・整形外科・内科 外科・整形外科・内科 

脳神経外科 他 脳神経外科 他 脳神経外科 他 

病院規模 ベッド数 ４６０ ベッド数 ３７９ ベッド数 ４４６ 

所在地 
鈴鹿市安塚町山之花 1275－

53 
鈴鹿市国府町 112－1 四日市市大字日永 5450-132 

電話番号 059-382-1311 059-375-1212 059-345-2321 

所要時間 10分 10分 25分 

※大会期間中負傷した際は、必ず鈴鹿サーキット内医務室にて診断を受けなければならない。 

受診していない場合、ＭＳ共済会の適用から除外される場合がある。 

 

第２９条 ＭＳ共済会（保険） 

    ＭＳ共済会給付金規定は別途記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

もてぎ・鈴鹿共済会 保険金請求手続きの流れ 

～鈴鹿サーキットで走行中もしくは走行のためのピット作業で受傷された場合～ 

 

1.事故の通知 

事故により負傷した場合、必ず鈴鹿サーキットメディカルセンターにて診察を受け、利用記録を残すようお願

いします。利用記録がなければ、保険金のご請求手続きをしていただく事ができません。負傷された場合、

必ず当日中に鈴鹿サーキットメディカルセンターにて受診してください。但し、生命に関わるような緊急時はこ

の限りではありません。 

 

2.ご請求書類は 

鈴鹿サーキットメディカルセンターの利用情報から、負傷された皆様に保険会社（損害保険ジャパン日本

興亜株式会社）より、ご請求についてのご案内を郵送にてお送りいたします。負傷程度によってはご案内さ

れない場合がございますので、主催者にご連絡いただきお取り寄せください。 

 

3.ご請求手続きは完治してから保険金ご請求は、お怪我が完治してからご請求ください。 

入院された場合、入院日数に対し 1,000日を限度として入院保険金をお支払い致しますので、経過した

場合は完治する前でもご請求ください。ご請求書類は、同封されている保険会社宛て返信用封筒にてご

送付ください。   

 

4.保険金が指定された口座に振り込まれます。 

保険会社に書類が到着した段階で不備がない場合、通常１０日ほどでご指定いただいた口座に振り込

まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もてぎ・鈴鹿共済会につきましては、鈴鹿サーキット SMSC事務局までお問合せください。 

TEL：059-378-3405  営業時間：9時～17時 

 

 


